
医薬・生活衛生局食品監視安全課
輸入食品安全対策室

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

輸入食品の安全性確保の取組み

～平成30年度輸入食品監視指導計画（案）について～

１．食の安全に関する枠組み

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare
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・食品の安全性に関する情報の公開
・消費者等の関係者が意見を表明する機会の確保

リスクコミュニケーション

・リスク評価の実施
健康に悪影響を及ぼすおそれの

ある物質が食品中に含まれている
場合に、どのくらいの確率でどの
程度の悪影響があるのか評価

食品安全委員会

食品安全基本法

リスク評価

・食品中の含有量に
ついて基準を設定

・基準が守られてい
るかの監視

厚生労働省

食品衛生法等

リスク管理

・食品の表示につい
て基準を設定
・表示基準が守られ
ているかの監視

消費者庁

・農薬の使用基準の設
定
・えさや肥料中の含有
量について基準を設定
・動物用医薬品等の規
制 など

食品衛生法
健康増進法
ＪＡＳ法 等

農林水産省

農薬取締法
飼料安全法 等

食品の安全への取組（リスク分析）

○ リスク分析とは、国民の健康の保護を目的として、国民やある集団が危害にさらされる
可能性がある場合、事故の後始末ではなく、可能な範囲で事故を未然に防ぎ、リスクを最
小限にするためのプロセス

リスク分析

消費者庁が
総合調整
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２．輸入食品の現状

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare
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食品等の輸入届出件数・重量推移
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昭和 平成 （年）

234万件
(Ｈ28年度)

3,230万ﾄﾝ
(H28年度）

＊昭和50年から平成18年は年次、平成19年以降は年度 4

３．輸入食品の対策

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare
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廃棄・積戻し又は
食用外転用

検査命令

違
反
情
報

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

海外における食品安全情報の収集

違反発見時の通報都道府県等監視指導計画に基づく
流通食品等の収去検査（必要に応じて）

厚生労働大臣への届出
販売又は営業上使用することを目的として輸入する食品、添加物、器具又は容器包装、乳幼児用
おもちゃについては、輸入の都度、厚生労働大臣に届け出ることを義務づけ

審査① 届出内容の確認（全ての届出が対象）
食品衛生法の規格基準等に適合するものであるか全ての届出を審査

審査② 検査での確認（必要に応じて）
審査①を実施後、違反の可能性に応じて、検査の実施を指導（検査命令・指導検査等）

不合格

輸
入
時
対
策

輸
入
時
対
策

国
内
対
策

国
内
対
策

事前相談・指導

輸
出
国
対
策

輸
出
国
対
策

モニタリング検査の実施（年間計画に基づいて）

合 格

日本の規制に合った生産、製造、加工等の管理

輸出国政府による証明書の発給

輸出前検査等

在京大使館を通じた、日本の法規制等の
英語での周知
輸出国との二国間協議や担当官を派遣し、
現地調査や現地での説明会の実施
輸出国での検査に関する技術協力

輸入届出

輸入者

輸出国政府 厚生労働省

都道府県等

厚生労働省 検疫所

厚生労働省 検疫所

リスクコミュ二ケーション

監視体制の概要

消費者
6

３－１．輸出国対策

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare
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輸出国における衛生対策の推進

我が国の食品衛生規制の周知

• 輸入食品監視指導計画及びその結果に関する英語版情報の提供

• 食品衛生規制に関する英語版情報の提供

• 在京大使館、輸入者等への情報提供

• 輸出国の政府担当者及び食品事業者を対象とした説明会の開催

二国間協議、現地調査等

• 輸入時に検査命令が実施されている食品等、法違反の可能性が高い
食品等について、二国間協議を通じた違反原因の究明及びその結果
に基づく再発防止対策の確立の要請

• 主要な輸出国における衛生対策に関する計画的な情報収集及び現地
調査の実施

輸出国への技術協力

• 残留農薬、カビ毒等の試験検査技術の向上など、輸出国における監

視体制の強化に資する技術協力の実施

8

輸出国における現地調査（平成28年度）

対象国 品目 調査目的・協議内容 実施時期

米国 牛肉
BSE対策に係る対日輸出認定施設
の現地調査

平成28年12月

韓国 ひらめ
対日輸出プログラム遵守の検証と原因と
改善についての協議のため

平成28年12月

パラグアイ ごまの種子
残留農薬管理対策の検証のため
現地調査

平成29年3月
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ノルウェーにおける対日輸出食品の制度調査

関係法令

・一般食品法総合原則（Regulation (EC) No. 178/2002）
・一般食品衛生規則（Regulation (EC) No. 852/2004）
・動物起源食品特別衛生規則（Regulation (EC) No. 853/2004）
・動物起源食品特別公的統率規則（Regulation (EC) No. 

854/2004）
・公的統制規則（Regulation (EC) No. 882/2004）
・食品安全法（The Food Safety Act）

調査対象 ノルウェー食品安全局（NFSA）

概 要

ノルウェーにおける食品衛生規制について、ノルウェー食品安全局
担当者より説明を受け、意見交換を行い、日本の輸入食品監視体制及
び衛生規則について政府関係者及び食品業者を対象にセミナーを開催
した。

また、さけ養殖場及び水産加工施設の管理状況等について現地調査
を実施した。

輸出国調査※の実施概要（ノルウェー）

10
※平成28年度は、ノルウェーの他インド、シンガポール及びマレーシアにて実施

３－２．輸入時対策

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare
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廃棄・積戻し又は
食用外転用

検査命令

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
き
実
施

厚生労働大臣への届出
販売又は営業上使用することを目的として輸入する食品、添加物、器具又は容器包装、乳幼児用
おもちゃについては、輸入の都度、厚生労働大臣に届け出ることを義務づけ

審査① 届出内容の確認（全ての届出が対象）
食品衛生法の規格基準等に適合するものであるか全ての届出を審査

審査② 検査での確認（必要に応じて）
審査①を実施後、違反の可能性に応じて、検査の実施を指導（検査命令・指導検査等）

不合格

輸
入
時
対
策

輸
入
時
対
策

事前相談・指導

モニタリング検査の実施（年間計画に基づいて）

合 格

輸入届出

輸入者

厚生労働省 検疫所

厚生労働省 検疫所

監視体制の概要
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食品等輸入届出窓口配置状況
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小樽

千歳空港

仙台

仙台空港

東京（食品監視課）

東京（食品監視第二課）

千葉

東京空港

川崎

成田空港

新潟

横浜

輸入食品・検疫
検査センター

名古屋

中部空港

四日市

清水

大阪

関西空港

神戸（食品監視課）

神戸（食品監視第二課）

輸入食品・検疫
検査センター広島

境

広島空港

那覇

那覇空港

◎

福岡

門司

下関

福岡空港

長崎

鹿児島

※平成2９年度

食品等輸入届出窓口 ３２検疫所 ● ◎
（検査課を有する ６検疫所 ◎）
輸入食品・検疫検査センター ★
食品等輸入相談室 １３検疫所
食品衛生監視員 ４１９名

●

小松空港

●
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輸入事前相談（食品輸入相談室）
全国13検疫所本所（小樽、仙台、成田空港、東京、横浜、新潟、名古屋、大阪、関西空港、神戸、

広島、福岡、那覇）には輸入者のための、食品等輸入相談室を設置し、個別の相談に応じている。

輸入者に対する輸入前相談

輸入前相談時点で判明する場合が多い。

⇒輸入前相談により効果的に輸入食
品の法違反の防止が可能。

説明会
全国の検疫所、関係団体が開催する説明会及び研修会を開催している。
毎年、輸入食品に関するリスクコミュニケーション（意見交換会）を開催している。
【平成28年度：延べ88回の説明会、2,669人の参加】

（資料出所）①厚生労働省「平成28年度輸入食品監視統計」
②厚生労働省「平成28年度輸入食品監視指導計画

に基づく監視指導結果」

食品衛生法に関する情報については、厚生労働省ホームページや検疫所を
通じて随時提供する他、輸入者等に対して輸入事前指導を含めた個別の食品
に関する相談対応の実施や説明会等を開催している。

①輸入届出件数：約2,338,765件
輸入時に判明した違反件数：773件

②輸入相談実施件数：24,180件
相談時に判明した違反該当件数：410件

14

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

輸入相談実施件数 13,962 12,492 11,826 13,086 12,352

品目別輸入相談件数 27,825 23,903 24,360 24,377 24,180

品目別違反該当件数 372 354 257 364 410

年度別輸入食品相談指導室における輸入相談実績

※輸入食品相談指導室は、小樽、仙台、成田空港、東京、横浜、新潟、名古屋、大阪、

関西空港、神戸、広島、福岡、那覇の各検疫所に設置（13カ所）

※当該数値は、輸入食品相談指導室において、輸入に先立ち実施された事前相談のみを計上

15



輸入時における検査制度

指導検査等

農薬や添加物等の使用状況や同種の食品の違反情報等を参考とし

て、輸入者の自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対し

て定期的な（初回輸入時を含む）実施を指導する検査等

モニタリング検査

多種多様な輸入食品について、食品衛生上の状況について幅広く

監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じるこ

とを目的として、国が年間計画に基づいて実施する検査

国が費用負担、検査結果の判明を待たずに輸入可能

検査命令

自主検査やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違

反が判明するなど、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等に

ついて、輸入者に対し、輸入の都度、実施を命じる検査

輸入者が費用負担、検査結果判明まで輸入不可

16

輸入時の検査体制の概要

20万件
234万件

平成28年度

検査件数/届出件数
（届出ベース）

（重複除く）

56,877件

91,740件

54,215件※ 

違
反
の
可
能
性

高

低

検

査

率

包括輸入禁止

検査命令

モニタリング検査強化

モニタリング検査

※モニタリング検査の延べ件数は98,164件
（検査項目別の重複あり）

○初めて輸入される食品や継続的に輸入される
食品等に対しては、全量を留め置いて輸入者
が行う指導検査を実施。 17
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輸入時の検査・違反件数の推移
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平成２８年度輸入食品監視指導計画監視結果

届出・検査・違反状況

届出件数 2,338,765件

検査件数 195,580件 （検査率8.4％）

（検査命令 56,877 件、モニタリング検査 54,215件、指導検査等91,740 件）

違反件数 773件 （届出件数の0.03％）

モニタリング検査実施状況

計画数延べ95,929件に対し、延べ98,164件実施（実施率約102％）

モニタリング検査強化移行品目

21ヵ国の38品目

検査命令移行品目

11ヵ国の17品目

検査命令対象品目

全輸出国17品目及び31ヵ国・1地域の69品目（平成29年3月31日現在）

19



海外情報等に基づき監視強化を行った主な事例

対象国 品目 内容 対応

ブラジル 鶏肉等 食肉検査の不正

操業停止又は特別検査の対
象となった対象施設の製品
の輸入届出がなされた場合、
輸入手続きを保留し、対象
施設以外の製品が輸入届出
された場合、輸入時の検査
を強化する措置を講じた

フランス ナチュラルチーズ

リステリア・モ
ノサイトゲネス
汚染

対象食品の輸入届出がなさ
れた場合、積み戻し等の指
導を講じた

EU（欧州連
合）加盟国、
韓国、台湾

鶏卵、液卵及び粉
卵

フィプロニル汚
染

鶏卵、液卵、粉卵及び鶏卵
を含む加工品が輸入届出さ
れた場合には、モニタリン
グ検査を実施する措置を講
じた。

最近の状況

20

主な食品衛生法違反内容（平成２８年度）

違反条文 違反件数
構成比
（％）

主な違反内容

6
販売等を禁止される食品
及び添加物 206 25.7

アーモンド、乾燥いちじく、くるみ、ケツメイシ、香辛料、
ゴマの種子、チアシード、とうもろこし、ハスの種子、ハト
ムギ、ピスタチオナッツ、ブラジルナッツ、乾燥りんご、落
花生等のアフラトキシンの付着、亜麻の種子、キャッサバ等
からのシアン化合物の検出、キムチからの腸管出血性大腸菌
の検出、大麦、米、コーヒー豆、小麦、大豆等の輸送時にお
ける事故による腐敗・変敗（異臭・カビの発生）

9 病肉等の販売等の禁止 5 0.6 衛生証明書の不添付

10 添加物等の販売等の制限 42 5.2

指定外添加物(TBHQ、アゾルビン、イノシン酸二カリウム、
キノリンイエロー、グアニル酸二カリウム、ケイ酸アルミニ
ウムカリウム、サイクラミン酸、ナトリウムエトキシド、ヨ
ウ素酸カリウム、一酸化炭素)の使用

11
食品又は添加物の基準及
び規格 493 61.4

野菜及び冷凍野菜の成分規格違反（農薬の残留基準超過）、
畜水産物及びその加工品の成分規格違反（動物用医薬品の残
留基準超過、農薬の残留基準超過等）、その他加工食品の成
分規格違反（大腸菌群陽性等）、添加物の使用基準違反（ソ
ルビン酸、二酸化硫黄等）、添加物の成分規格違反、放射性
物質の基準超過、安全性未審査遺伝子組換え食品の検出

18
器具又は容器包装の基準
及び規格 55 6.8 材質別規格違反

62
おもちゃ等についての準
用規定 2 0.2 おもちゃの規格違反

計
803（延数）

773（実数）
21



３－３．国内対策

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare
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海外における食品安全情報の収集

違反発見時の通報
都道府県等監視指導計画に基づく
流通食品等の収去検査（必要に応じて）国

内
対
策

国
内
対
策

輸入届出

輸入者

都道府県等

厚生労働省 検疫所

リスクコミュ二ケーション

監視体制の概要

消費者
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４．平成30年度輸入食品監視指導
計画（案）について

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

24

経済連携協定やTPPの対応状況

※農林水産省HPより引用（平成29年12月現在） 25



ブラジル
1998年に動物由来食品に
HACCPの段階的導入を開始、
2011年に水産食品につい
てHACCP導入を義務付け

ベトナム：
HACCP導入を検討中

ロシア：
HACCP導入を検討中

メキシコ：
HACCP導入を検討中

台湾：
2003年より、水産食品、食肉製
品 、 乳 製 品 に つ い て 、 順 次
HACCP導入を義務付け

中国：
2009年より、食品安全法におい
てHACCP導入による食品安全管
理水準の向上を奨励

ＧＣＣ諸国：
2015年９月に施行された
GCC共通食品輸入規制にお
いて、HACCP導入を規定

ＥＵ：
2006年より、一次産品を除
くすべての食品について、
HACCP導入を義務付け

カナダ：
1992年より、水産食品、食
肉 製 品 に つ い て 、 順 次
HACCP導入を義務付け

米国：
2011年に成立した食品安全強化
法により、国内で消費される食
品すべてについて、HACCP導入
を義務付け

日本：
制度化の仕組みを検討中

韓国：
2016年２月に施行される輸入
食品安全管理特別法において、
畜産物についてHACCP導入の
有無により輸入事検査等を区分

農林水産物・食品の輸出額上位15か国（億円・平成27年度実績）

1. 香 港 1,794 6. ＥＵ 400 11. フィリピン 95

2. 米 国 1,071 7. タ イ 358 12.マレーシア 83

3. 台 湾 952 8. べトナム 345 13.カナダ 81

4. 中 国 839 9. シンガポール 223 14. ＵＡＥ 75

5. 韓 国 501 10. 豪 州 120 15.インドネシア 64

海外におけるHACCP導入の動き
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制度改正前 制度改正後

衛生証明書の添付義務①
（健康な獣畜由来であることの確認）

対象食品：肉、臓器、食肉製品

対象食品： ※政令で規定
日本国内でコーデックスＨＡＣ
ＣＰ（基準A）による衛生管理が
求められるもの（食肉、食鳥肉
等を想定）

対象食品：※法律（法第９条第２項）で規定
肉、臓器、食肉製品、乳、乳製品

衛生証明書の添付義務①
（健康な獣畜由来であることの確認）

衛生証明書の添付義務②
（生産地における衛生管理状況等の確認）

対象食品：フグ、生食用カキ

衛生証明書の添付義務②
（生産地における衛生管理状況等の確認）

対象食品：※省令で規定
フグ、生食用カキを想定

ＨＡＣＣＰによる衛生管理の確認
ＨＡＣＣＰによる衛生管理の確認

※現在は、ＨＡＣＣＰによる衛生管理の
確認は行っていない。

衛生証明書の
添付義務を法
定化

※現在は、通知により証明書添付を求めている

一部の食品にＨ
ＡＣＣＰによる
衛生管理を輸入
要件とする

対象食品に乳、
乳製品を追加

27

輸入食品の衛生規制見直しについて



食品衛生法改正懇談会取りまとめについて

輸出国段階の対策強化
①ＨＡＣＣＰによる衛生管理

国内においてＨＡＣＣＰによる衛生管理がなされている食品と同種につ
いては、ＨＡＣＣＰによる衛生管理を輸入の要件とするなど、衛生管理
対策の強化を図る必要がある。

②衛生証明書による衛生管理の確認
乳製品や水産食品等、特に適切なリスク管理が求められる動物性食品は
、食肉等と同様に、輸出国政府機関が発行した衛生証明書を輸入の要件
とすべき。

輸入時（水際）段階の対策の強化
①食品衛生監視員の増員

輸入食品の届出件数の増加を受け、引き続き、増員を図る必要がある。
②監視指導体制の整備

輸入食品が今後更に増加する可能性があることを考慮し、適切な監視指
導を徹底するための体制の整備を図る必要があるほか、民間の検査機関
の積極的活用を検討する必要がある。
特に輸入前相談については、より一層の活用を図るべきである。

③輸入食品監視指導計画の策定
単年度の業務計画だけではなく、中長期的な視点も持つことが重要であ
る。 28

輸入食品の安全性確保をより効果的に推進する

現在
輸入時検査を中心とした監視体制

今後
輸入時検査に加えて輸出国段階での衛生対策を更に強化

・ＨＡＣＣＰによる衛生管理を輸入要件にするなど輸出

国での衛生管理の推進を図る

・輸入時の検査体制の整備を図る

監視指導計画の長期的な展望について

29



平成30年度輸入食品監視指導計画（案）について①-1

輸入時の監視指導のポイント
① 輸入者への自主的な安全管理の実施

・輸入前指導の一層の推進

・健康食品の輸入前指導時における、健康被害情報の確認の

指導
【資料３-３】ｐ１８ 別表第２

・食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関

する指針に基づいた確認の指導
【資料３-３】ｐ４ ４（３）③

30

・・・・器具・容器包装にあっては、新たに、「食品用器具及び容器包装の製造等における
安全性確保に関する指針（ガイドライン）について」（平成29年７月10日付け生食発0710第
15号医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知）（以下「器具・容器包装ガイドライ
ン」という。）に基づき、輸出国での生産等の段階において必要な確認を行うよう指導する。
【資料３－４】「食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関する指針（ガイドライン）について」

平成30年度輸入食品監視指導計画（案）について①-2

輸入時の監視指導のポイント

② モニタリング検査の実施
・冷凍加工食品の成分規格に係る検査を重点的に実施
・病原微生物に係る検査を重点的に実施
・ポジティブリスト制度による残留農薬検査等の継続

③ モニタリング検査以外の行政検査の実施

・初回輸入時等の必要に応じた輸入届出と実際の貨物の同一

性確認の実施
【資料３-３】ｐ４ ４（３）①

④ 検査命令の実施

⑤ 包括的輸入禁止措置の検討

⑥ 海外からの問題発生情報等に基づく緊急対応

31

輸入者による自主管理を促進するため、初めて輸入される食品等及び食肉、水産物等
の輸出国での衛生管理が特に重要な食品を中心に、輸入届出の内容と実際の貨物の同
一性を確認する検査（以下「貨物確認検査」という。）を一層実施する。・・・



平成30年度輸入食品監視指導計画（案）について②

輸出国における安全対策の推進

① 我が国の食品衛生規制の周知

② 二国間協議、現地調査等の実施

・経済連携協定締結国の食品衛生に係る情報収集
・BSEの問題に係る対日輸出牛肉の安全性確保
・輸出国におけるHACCP導入状況の調査

③ 輸出国における監視体制の強化に資する技術協力等の

実施

④ HACCPによる衛生管理の推進

・HACCPによる衛生管理の制度化を踏まえ、HACCPによ
る安全対策を周知し、輸出国における安全対策を推進

32

平成30年度輸入食品監視指導計画（案）について ③

モニタリング検査計画数 約98,500件（前年比1,000件増）

検査項目 30年度計画件数（案）

残留農薬 26,000

成分規格（大腸菌群等） 16,100

添加物 13,600

病原微生物（サルモネラ等） 12,950

抗菌性物質等 12,850

カビ毒（アフラトキシン等） 5,600

遺伝子組換え 760

放射線照射 640

検査強化品目（SRM除去確認含む） 10,000

合 計 98,500

33

モニタリング検査の件数は、

① 統計学的手法に基づき、特定の食品群に１％以上の違反食品が含まれている場合、一定の信頼度（95％）で、

１件以上の違反を発見することができる検査件数（299件）を基本としつつ、

② さらに、輸入件数、輸入重量、過去の違反率、違反内容の危害度を勘案し、171の食品群ごと、残留農薬等の

検査項目ごとに、設定している。



１．厚生労働省のホームページにおける情報提供
○ 輸入手続、監視指導計画及び結果、統計情報、命令検査やモニタリング検査の実施通知、

監視指導に関する通知等、違反事例、輸出国対策、FAQ等を掲載し、随時更新。また、
検疫所相談窓口、登録検査機関、外国公的検査機関などの一覧も掲載。

日本語http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index.html
英語 http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/
○ 食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等の各種対策の概要、通知

Q&Aなどを掲載。
日本語http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html
英語 http://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/food/index.html

２．意見交換会、説明会等
○ 消費者、事業者等との意見交換会

毎年、消費者、食品関係事業者、関係団体、行政担当官等を対象に、意見交換会を開催。

○ パブリックコメントの実施
毎年、輸入食品監視指導計画（案）について、広く国民の皆様の意見・情報を募集。

○講演会等への講師派遣
地方自治体及び団体が主催する講演会等にも担当者を派遣。

３．パンフレット等の作成
食品安全の取組に関するパンフレット､ポスターや動画を作成（日・英）

平成30年度輸入食品監視指導計画（案）について④

34

ご清聴ありがとうございました

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare
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参考資料
参考法令

36

食品安全基本法（平成15年法律第48号）

食品衛生法（昭和22年法律第233号）
食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）
食品衛生法施行規則（昭和23年厚生省令第23号）

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（乳等省令）（昭和26年厚生省令
第52号）

と畜場法（昭和28年法律第114号）

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第70号）

牛海綿状脳症対策特別措置法（平成14年法律第70号）

既存添加物名簿（平成８年厚生省告示第120号）

食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）
食品一般の成分規格、製造･加工･調理･保存基準
個別食品の規格基準
添加物の成分規格・保存･製造･使用基準
器具･容器包装･おもちゃ･洗浄剤の製造･使用基準

■ 主な食品衛生関係法規
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第４条 食品供給行程における適切な措置

食品の安全確保は、国の内外における食品供給行程の各段階において適切な

措置を講じることにより行わなければならない。

第６条 国の責務

国は、前３条に定める食品の安全性の確保についての基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策

定し、及び実施する責務を有する。

第７条 地方公共団体の責務

地方公共団体は、基本理念にのっとり、食品の安全性の確保に関し、国との

適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸

条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第８条 食品関連事業者の責務

食品の・・・、輸入、・・・を行う事業者は基本的理念にのっとり、自らが

食品の安全確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安

全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講じ

る責務を有する。

■ 食品安全基本法

38

第２条 国及び都道府県等の責務

① 国、都道府県、地域保健法第５条第１項の規定に基づく政令で定める市（以下「保健

所を設置する市」という。）及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に

関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛

生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にか

かわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。

② 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的か

つ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

③ 国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入され

る食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るため

の体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府

県、保健所を設置する市及び特別区に対し前２項の責務が十分に果たされるように必要

な技術的援助を与えるものとする。

第３条 食品等事業者の責務

食品等事業者は、その・・・、輸入し、・・・又は営業上使用する食品、添加物、器

具又は容器包装について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食

品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、

販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

■ 食品衛生法（国、都道府県等、食品等事業者の責務）
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第23条 輸入食品監視指導計画

①厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び

容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画（以下「輸入

食品監視指導計画」という。）を定めるものとする。

② 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実

施すべき項目に関する事項

二 輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指

導に関する事項

三 その他監視指導の実施のために必要な事項

③ 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更した

ときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

④ 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表

するものとする。

■ 食品衛生法（輸入食品監視指導計画）
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食品原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、

① 微生物、化学物質、金属の混入などの潜在的な危害要因を分
析・予測（Hazard Analysis）した上で、

② 危害の発生防止につながる特に重要な管理点（Critical 
Control Point）を継続的に、監視・記録する

工程管理のシステム。

これまでの抜取検査に比べ、より効果的に問題のある製品の出
荷を未然に防ぐことが可能となるとともに、原因の追及を容易に
することが可能。

＊FAO/WHO合同食品規格委員会（コーデックス委員会）により、HACCP適用
のガイドラインが示されている。

ＨＡＣＣＰ
方式

従来
方式

継続的な監視・記録

抜取検査

工
程
例

原
料

入

荷

保

管

加

熱

冷

却

包

装

出

荷

温度の管理 異物の検出

HACCP（ハサップ）とは
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世界のBSE発生件数の推移

1992 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 累計

全体 37,316 2,215 2,179 1,389 878 561 329 179 125 70 45 29 21 7 12 ７ 5 4 190,678

欧州全体
(英国除く)

36 1,010 1,032 772 529 327 199 106 83 56 33 21 16 4 10 4 5 3 5,987

(フランス) (0) (274) (239) (137) (54) (31) (8) (9) (8) (10) (5) (3) (1) (2) (3) (0) (4) (-) (1,030)

(オランダ) (0) (20) (24) (19) (6) (3) (2) (2) (1) (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (88)

(アイルランド) (18) (246) (333) (183) (126) (69) (41) (25) (23) (9) (2) (3) (3) (1) (0) (1) (0) (1) (1,657)

(ポーランド) (0) (0) (4) (5) (11) (19) (10) (9) (5) (4) (2) (1) (3) (1) (0) (0) (0) (-) (74)

(スウェーデン) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (1)

(ノルウェー) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (-) (1)
(デンマーク) (1)注3 (6) (3) (2) (1) (1) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (16)

(イタリア) (0) (48) (38)注4 (29) (7) (8) (7) (2) (1) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (144)

(オーストリア) (0) (1) (0) (0) (0) (2) (2) (1) (0) (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (8)

英国 37,280 1,202 1,144 611 343 225 114 67 37 12 11 ７ 3 3 1 2 0 - 184,627

アメリカ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
カナダ 0 0 0 2 注１ 1 1 5 3 4 1 1 1 0 0 0 1 0 - 21注２

日本 0 3 2 4 5 7 10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 36
ブラジル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - 2

（注1）うち1頭はアメリカで確認されたもの。（注2）カナダの累計数は、輸入牛による発生1頭、米国での最初の確認事例（2003年12月）1頭を含む。
（注3）輸入牛において確認されたもの。 （注4）うち2頭は輸入牛による発生

単位：頭

頭
数

出典：OIE World Health Situation
(2017年7月ウェブサイト等確認）

注）1992年は最大のBSE症例報告年次
37,316頭

■最近のBSEに関する動き ～国内の検査対象月齢見直し～

現 行 見直し後

健康牛については廃止48か月齢超※

※食品安全委員会より、症状牛のうち、全身症状を呈する牛について、自治体に対しその内容を適切に周知すること
について意見があったことを踏まえ、症状牛についてBSE検査するための手順を以下のとおりとする。

BSEスクリーニング検査は、生後24か月齢以上の牛のうち、生体検査において、原因不明の運動障害、知覚障害、反射異常、意識障害

等の何らかの神経症状又は全身症状（事故による骨折、関節炎、熱射病等による起立不能等症状の原因が明らかな牛は除く。）を示す
牛についてと畜検査員が疾病鑑別の観点から必要と判断する場合につき実施する。

症状の原因の探索にあっては、出荷元農場における当該牛の病歴を診断書等により確認する。

なお、農林水産省の牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針においては、異常牛の臨床症状（特定臨床症状）について、以下のとおり示され
ているので診断の参考とする。

○ 治療に反応せず、次のいずれかの行動を伴う進行性の変化
a 興奮しやすい b 音、光、接触等に対する過敏な反応 c 群内序列の変化
d 搾乳時の持続的な蹴り e 頭を低くし、柵等に押しつける動作の繰り返し f 扉、柵等障害物におけるためらい等

○ 感染症の疑いがなく、かつ、原因が不明の進行性の神経症状

①24か月齢以上の牛で以下の症状を
呈する牛
●運動障害、知覚障害、反射又は

意識障害等の神経症状が疑われた牛
●全身症状を呈する牛

②その他の牛

①24か月齢以上の牛で以下の症状を
呈する牛
●運動障害、知覚障害、反射又は

意識障害等の神経症状が疑われた牛
●全身症状を呈する牛

※ 下記参照
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BSE発生国への対応について

一定条件：SRM除去及び30か月齢以下であること（ ）等

（アメリカ及びカナダはH25年1月まで20か月齢以下（ ）、オランダはH27年6月まで12か月齢以下（ ）、ブラジルは48か月齢以下（ ））
ＮＩ：北アイルランド、Ｓ：スコットランド、Ｗ：ウェールズ、Ｅ：イングランド
※ 平成29年３月 フランスからのめん羊肉等の輸入を再開 44

国名
OIEリスク
ステータス Ｈ17 ～ Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ2８ Ｈ29

米国 無視できる

カナダ 管理された

フランス 管理された

オランダ 無視できる

アイルランド 管理された

ポーランド 無視できる

ブラジル 無視できる

ノルウェー 無視できる

デンマーク 無視できる

スウェーデン 無視できる

イタリア 無視できる

スイス 無視できる

リヒテンシュタイン 無視できる

オーストリア 無視できる

英国
無視(NI, S)
管理(W, E)

一定条件下で輸入再開（H17年12月12日～）

一定条件下で輸入再開（H25年2月1日～）

一定条件下で輸入再 （H25年2月1日～）

一定条件下で輸入再開（H25年12月1日～）

一定条件下で輸入再開（H26年8月1日～）

一定条件下で輸入再開（H17年12月12日～）

一定条件下で輸入再開

一定条件下で輸入再開
（H27年12月21日～）

一定条件下で輸入再開
（H28年２月２日～）

一定条件下で輸入再開
（H28年２月２６日～）

一定条件下で輸入再開
（H28年５月２日～）

一定条件下で輸入再開
（H28年７月５日～）

一定条件下で輸入再開
（H28年７月５日～）

（年度）

一定条件下で輸入再開
（H29年９月２９日～）

一定条件下で輸入再開
（H28年２月２日～）

食安委評価中
（H29年8/3 ～）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html/
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